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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可搬型撮像部と、
　上記可搬型撮像部と同時に無線接続が可能とされた蓄積装置とからなり、
　上記可搬型撮像部は、撮像素子、上記撮像素子が撮影した画像データを圧縮する画像圧
縮装置、上記蓄積装置と無線通信し、圧縮且つ暗号化された画像データを送信し、上記蓄
積装置に蓄積されている圧縮且つ暗号化された画像データを受信する第１の無線装置、撮
像画像または再生画像を表示する表示装置、および上記蓄積装置を制御する第１の制御部
とを有し、
　上記蓄積装置は、ランダムアクセス可能なストレージと、上記可搬型撮像部のそれぞれ
の上記圧縮且つ暗号化された画像データの受信を行い、上記ストレージに蓄積されている
圧縮且つ暗号化された画像データを送信する第２の無線装置と、接続される上記可搬型撮
像部の認証を行い、認証が成立した上記可搬型撮像部との間で、上記暗号化データの受信
および送信を可能とする認証手段と、上記可搬型撮像部との間で上記第２の無線装置を介
して受信された上記圧縮且つ暗号化された画像データの上記ストレージに対する入出力を
制御する第２の制御部とを備え、
　上記第１の制御部によって上記圧縮且つ暗号化された画像データの上記ストレージに対
する記録と、上記圧縮且つ暗号化された画像データの上記ストレージからの再生とが制御
される映像記録再生装置。
【請求項２】
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　請求項１において、
　上記可搬型撮像部が２個の撮影部が一体化された構成を有し、２個の上記撮影部が視差
情報を有する二つの撮影画像データをそれぞれ出力する映像記録再生装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　上記可搬型撮像部が２個の撮影部が一体化された構成を有し、２個の上記撮影部のズー
ムを独立に可変して撮影した撮影画像データを出力する映像記録再生装置。
【請求項４】
　請求項１において、
　上記可搬型撮像部が２個の撮影部が一体化された構成を有し、広視野画像データを出力
する映像記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、カムコーダーやポータブルビューワーなどの携帯用ＡＶ（オーディオ・ビ
ジュアル）機器に適用可能な可搬型（ポータブル）の映像記録再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ビデオカメラとＶＴＲとを一体化したカムコーダー(camera and recorderの略称
) が知られている。カムコーダーは、ＣＣＤ（Charge Coupled Device)等の撮像素子を有
する撮影部と、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display) 等の画像再生部と、記録媒体として使
用した画像記録部が一体化された構成とされていた。記録媒体として磁気テープが主に使
用されてきたが、近年になって磁気ディスク、光ディスク、または半導体メモリなどのラ
ンダムアクセスメモリが用いられはじめている。半導体メモリを使用したカムコーダが特
許文献１に記載されている。
【特許文献１】特開平７－６７０６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、カムコーダーやポータブルビューワー等の従来の携帯用ＡＶ機器には、以下
の問題点があった。
【０００４】
　１）撮影部、画像再生部、ストレージ部が一体となっているため重く、長時間手にとっ
て使用することが困難である。
【０００５】
　２）一つの記録媒体に対して、シーケンシャルにしか録再できない。具体的には、一度
に複数動画を録画したり、録画しながら別シーンを再生したりすることができない。
【０００６】
　３）一つの記録媒体に対して、撮影部、画像再生部、コントロール部が一つづつしかな
いため、一つの記録媒体に記録されたコンテンツは、一度に一人しか操作できない。
【０００７】
　４）項目２）３）の問題点は、本来、ランダムアクセスメモリを用いれば解決できるは
ずであるが、従来のカムコーダーやビューワーのハードウェア形態は、シーケンシャルな
使用を前提としているので、従来のカムコーダーやビューワーにランダムアクセスメモリ
を搭載するだけでは解決が困難であり、並列処理に適した新しいハードウェア形態の提案
が必要である。
【０００８】
　したがって、この発明の目的は、上述した問題点を解決できる映像記録再生装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　上述した課題を解決するために、この発明は、可搬型撮像部と、
　可搬型撮像部と同時に無線接続が可能とされた蓄積装置とからなり、
　可搬型撮像部は、撮像素子、撮像素子が撮影した画像データを圧縮する画像圧縮装置、
蓄積装置と無線通信し、圧縮且つ暗号化された画像データを送信し、蓄積装置に蓄積され
ている圧縮且つ暗号化された画像データを受信する第１の無線装置、撮像画像または再生
画像を表示する表示装置、および蓄積装置を制御する第１の制御部とを有し、
　蓄積装置は、ランダムアクセス可能なストレージと、可搬型撮像部のそれぞれの圧縮且
つ暗号化された画像データの受信を行い、ストレージに蓄積されている圧縮且つ暗号化さ
れた画像データを送信する第２の無線装置と、接続される可搬型撮像部の認証を行い、認
証が成立した可搬型撮像部との間で、暗号化データの受信および送信を可能とする認証手
段と、可搬型撮像部との間で第２の無線装置を介して受信された圧縮且つ暗号化された画
像データのストレージに対する入出力を制御する第２の制御部とを備え、
　第１の制御部によって圧縮且つ暗号化された画像データのストレージに対する記録と、
圧縮且つ暗号化された画像データのストレージからの再生とが制御される映像記録再生装
置である。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明によれば、携帯型録画再生装置において、撮影部、画像再生部、蓄積部を別体
の構成とし、手に持つ部分を撮影部および画像再生部のみとしたため、軽量化できる。
【００１４】
　また、この発明では、一つの蓄積装置に対して、無線により複数の録画・再生機器を接
続できるため、一度に複数の動画を記録したり、録画しながら別シーンを再生したりする
ことができる。
【００１５】
　さらに、この発明では、一つの蓄積装置に対して、撮影部、画像再生部、コントロール
部を複数個取り付けることができるので、複数のユーザーが一つの蓄積装置に格納された
コンテンツを任意に操作できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、この発明の実施形態について図面を参照して説明する。図１において参照符号１
ａは、この発明による映像記録再生装置（カムコーダーと適宜称する）の一実施形態を示
す。カムコーダー１ａは、各要素を規格化された特定の無線方式（例えば無線ＬＡＮ(Loc
al Area Network)の標準の一つであるIEEE(Institute of Electrical and Electronics E
ngineers) 802.11bや11g)で無線接続したものである。他の無線通信方式として、ＵＷＢ(
Ultra WideBand)無線通信方式を使用しても良い。ＵＷＢは、単に超広帯域を使うという
意味のみならず、１ナノ秒以下（数百ピコ秒程度）の極めて短いパルスを使用し、パルス
の位置またはパルスの振幅を伝送データによって変調する方式を意味している。ＵＷＢは
、少ない消費電力で高い伝送速度を実現することができる。
【００１７】
　構成要素は、蓄積装置（以下、ストレージ部と適宜称する）２と、２つの撮影部３ａお
よび３ｂと、画像再生部４とである。これらの構成要素は、全て可搬型のものとされてい
る。使用方法としては、ストレージ部２がポケットまたはカバンに収納され、撮影部３ａ
および３ｂの一方と画像再生部４とが手で持つようになされる。ここで、撮影部３ａ、３
ｂ、画像再生部４の個数は、任意であるが、同時にストレージ部２と無線通信できる個数
は、無線の転送速度と、ストレージ部２の転送速度およびアクセス速度によって制約され
る。一つのストレージ部２と複数の撮影部３ａ、３ｂを組み合わせた一実施形態によれば
、複数動画を同時に撮影することが可能となる。
【００１８】
　図２において参照符号１ｂは、この発明によるカムコーダーの他の実施形態を示す。図
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２の構成では、構成要素として１個の撮影部３が使用され、また、チューナ部５が追加さ
れている。チューナ部５は、可搬型でなく、家庭内に置かれる据え置き型でも良い。
【００１９】
　ここで、撮影部３、画像再生部４、チューナ部５は使用目的によっては全てが必ずしも
各一台が必要ではなく、使用者の目的に合わせて必要部分の選択が可能である。例えば、
動画像を撮影するだけの目的であれば、ストレージ部２と撮影部３のみの組み合わせでも
良い。あるいは、動画像を再生するだけの目的のときは、ストレージ部２と撮影部３のみ
の組み合わせ、またはストレージ部２と画像再生部４のみの組み合わせでも良い。あるい
は、２つのストレージ部２と一つの撮影部３を組み合わせて、各ストレージ部に同時に動
画像を撮影することも可能である。さらに、2 つのストレージ部２同士でデータのやり取
りを行うことも可能である。
【００２０】
　各構成要素は、無線方式、暗号化方式および画像圧縮・伸張の方式ーマットを統一する
ことで自在な接続が可能となる。また、ストレージ部２は、上述した各構成要素と無線通
信するのみならず、インターネット、イントラネット等の外部のネットワークとの接続機
能を有するようにしても良い。次に、上述したカムコーダーを構成する各構成要素の構成
例について説明する。
【００２１】
　図３は、ストレージ部２の構成の一例を示す。ストレージ部２は、ランダムアクセス可
能なストレージとしてのハードディスク２１、バッテリー２２、IEEE 802.11gなどの無線
ＬＡＮの送受信装置のＩＣチップを含む回路部２３、および筐体２４などから構成されて
いる。ストレージ部２は、携帯されるので、使用時には衝撃が加わることが十分考えられ
る。そのため、ストレージ部２内部のハードディスク２１は、耐衝撃性を向上させるため
に筐体２４からダンパーなどの衝撃緩和手段を介して接続することが好ましい。ハードデ
ィスク２１は、数Ｇバイト～数十Ｇバイトの容量を有している。
【００２２】
　なお、ランダムアクセスメモリに関しては、情報の可換性を持たせるための記憶媒体と
してメディアが取り外し可能な追記型光ディスクや、書き換え可能な光ディスク、半導体
メモリなどをハードディスク２１に付加して設けても良い。あるいは、ハードディスクの
替わりとして、自身が取り外し可能な記録可能な光ディスク、半導体メモリ、リムーバブ
ルハードディスク などを使用してもよい。
【００２３】
　使用時には、使用者が撮影部３、３ａ、または３ｂ（以下、特に必要がない場合は、単
に撮影部３と称する）や画像再生部４を手に持って操作することになるが、撮影部３や画
像再生部４によってストレージ部２を無線遠隔制御可能としているので、直接ストレージ
部２を操作する必要性は無くなり、ストレージ部２を例えばかばんやポケットの中等、無
線通信に影響を及ぼさない所望の個所に格納しておいても実用上の不便は無い。
【００２４】
　さらに、ストレージ部２は、前述したように他のストレージ部と無線接続してデータ通
信を行っても良い。ストレージ部２の書き込み動作、読み出し動作等の動作は、無線接続
される撮影部３や画像再生部４等の他の機器によって制御される。
【００２５】
　図４は、ストレージ部２の一例のより詳細な構成を示すブロック図である。ストレージ
部２は、ＡＣアダプタ１１３、ＤＣ－ＤＣコンバータ１１４、バッテリ１１５からなる電
源部と、イジェクトボタン１１６からなる操作部と、ストレージ１１７と、ＣＰＵ(Centr
al Processing Unit)１１８と、ユーザーへの情報提供の為のディスプレイ１１９と、記
録再生可能な半導体メモリ例えばＤＲＡＭ(Dynamic Random Access Memory)１２０と、無
線送受信部１２１となどから構成されている。
【００２６】
　電源部は、バッテリー１１５の充電、およびその他電気部品への電源の供給を行う。ユ
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ーザーは、長期に連続使用する時はＡＣアダプタ１１３を利用しても良いし、持ち運びな
がら使用する場合はＡＣアダプタ１１３を取り外し、バッテリー１１５で駆動しても良い
。また、バッテリー１１５の残量は、ディスプレイ１１９に表示してユーザーに知らせる
ようにしても良い。
【００２７】
　イジェクトボタン１１６は、ストレージ１１７がリムーバブル、もしくはデタッチャブ
ルな機能性を備えている場合に、これを操作することでストレージの取り外し、もしくは
メディアの排出を行うことができる。また、ディスプレイ１１９は、タッチパネル方式と
してイジェクトボタン１１６と一体化しても良い。
【００２８】
　ＣＰＵ１１８は、ストレージ１１７、半導体メモリ１２０、無線送受信部１２１の制御
処理を行う。また、イジェクトボタン操作の検出、ディスプレイ１１９への情報表示も行
う。実際には、無線送受信部１２１から受信した信号をＣＰＵ１１８で処理し、受信した
データをストレージ部１１７に記録しても良いし、半導体メモリ１２０に記録しても良い
。また、受信した信号がＣＰＵ１１８への再生処理要求信号の場合もあり、その場合は、
ＣＰＵ１１８が半導体メモリ１２０、ストレージ１１７からデータを読み出す処理を行う
。
【００２９】
　カムコーダー用途の場合、無線送受信部１２１を通じて受信した信号が撮影部３からの
音声・映像データならばＣＰＵ１１８で制御され、ストレージ１１７に音声・映像データ
が記録される。また、画像再生部４からの再生処理要求信号の場合は、必要に応じて半導
体メモリ１２０、もしくはストレージ１１７からデータを再生し、無線送受信部１２１を
通じて再生データを画像再生部に送信する。
【００３０】
　記録時に、撮影部３からの撮影画像データを無線通信でストレージ部２へ送信し、スト
レージ部２のストレージ１１７に記録する場合に、認証動作がなされ、認証が成立した場
合にのみ撮影画像データがストレージ１１７に記憶される。また、無線通信される画像デ
ータは、圧縮且つ暗号化された画像データであり、ストレージ１１７に対して圧縮画像デ
ータまたは圧縮を解凍した画像データが記憶される。
【００３１】
　ストレージ部２が他の機器がストレージ部２に接続されるべきものであることを認証す
る方法としては、例えば最初に機器に固有の識別情報をストレージ部２のデータベースに
記憶しておき、以降、無線接続された機器の識別情報がデータベースに記憶されているか
否かによって認証を行うことができる。この認証のための通信は、画像データのための無
線通信路と別に設けた通信路を利用しても良い。
【００３２】
　また、暗号化方法としては、ストリーム暗号化およびブロック暗号化の何れも使用でき
る。一般的にストリーム暗号の方がブロック暗号より高速であり、画像データのような大
量のデータを暗号化してリアルタイムで伝送する場合では、ストリーム暗号の方が適して
いる。但し、ＤＥＳ(Data Encryption Standard)やＡＥＳ(Advanced Encryption Standar
d)等の標準化されたブロック暗号方式を使用しても良い。
【００３３】
　例えばＲＣ４((Rivest Cipher) 4 Stream Cipher)が無線ＬＡＮ(IEEE 802.11)において
使用され、暗号鍵の生成アルゴリズムとしてＷＥＰ(Wired Equivalent Privacy protocol
)が使用される。ＷＥＰでは、ＩＶ(Initial Vector)と共通鍵から暗号鍵を生成して、ネ
ットワークのパケットが暗号化されている。この無線ＬＡＮの暗号化と別の暗号化を付加
的に行うようにしても良い。
【００３４】
　なお、半導体メモリ部１２０は、不揮発性のメモリでも、揮発性のメモリでも良く、半
導体メモリ部１２０に対して、ＣＰＵのプログラムの一部を記録しても、映像データを記



(6) JP 4238679 B2 2009.3.18

10

20

30

40

50

録しても良い。プログラムの一部を不揮発性のメモリに記録する場合は、必要なアプリケ
ーションに対応した柔軟な制御がＣＰＵ１１８を利用して実行可能となり、ユーザーが他
の目的でストレージ部２を利用する時にも対応することができるようになる。また、プロ
グラムの容量が大きい場合でも、大容量のストレージ１１７の一部を利用することで対応
が可能である。
【００３５】
　図５は、撮影部３の一例の構成を示した構成図である。撮影部３は、レンズ系および撮
影素子例えばＣＣＤからなるカメラ部３１と、バッテリー３２と、無線ＬＡＮチップやＭ
ＰＥＧ(Moving Picture Experts Group Phase)エンコーダのような画像圧縮装置や、撮影
部およびストレージ部を制御する制御回路を含む回路部３３と、撮影している画像、スト
レージ部２からの再生画像、またはストレージ部２のステータス（録画状態なのか、スタ
ンバイ状態なのか、再生状態なのかなど）を表示するＬＣＤ、ＥＬ(Electro Luminescenc
e)パネル等からなるディスプレイ３４と、制御キー３５と、筐体３６などから構成されて
いる。
【００３６】
　制御キー３５は、図５に示すように、スイッチとして設けるのに限らず、ディスプレイ
３４と一体化したタッチパネルの構成としても良い。制御キー３５は、撮影部３自身の制
御（ズームなど）の他に、映像の記録、再生など、ストレージ部２の制御も行うためにも
使用される。すなわち、撮影部３は、画像を撮影し、ストレージ部２に撮影画像データを
転送する役割と、ストレージ部２に蓄積された画像を転送してディスプレイ３４で再生す
る役割と、ストレージ部２のコントローラーとしての役割を担っている。
【００３７】
　ここで、ストレージ部２の記録速度と無線伝送レートの範囲内であれば、図１に示した
ように、複数の撮影部３ａ、３ｂを一つのストレージ部２に無線接続し、それぞれの撮影
部が任意のタイミングで録画することも可能である。このとき、複数の撮影部３ａ、３ｂ
が撮影した各映像に同一の時間軸を有するタイムコードを付加する。タイムコードは、例
えば絶対時間を表すものである。タイムコードの付加によって、同じタイミングで撮影し
た映像を分割画面、またはピクチャインピクチャ（親子画面）にて同タイミングで再生す
ることも可能となる。例えば運動会の徒競走のスタート地点とゴール地点とで、それぞれ
撮影した画像を同時に表示することができる。
【００３８】
　図６は、撮影部３の構成例を示すブロック図である。撮影部３は、ＡＣアダプタ１２２
、バッテリー１２４などからなる電源部と、マイクロホン１２５、スピーカ１２６および
ＡＶ入出力１３５からなる音声入出力部と、レンズ１３２およびＣＣＤ１３３からなる撮
像部と、映像・音声データのエンコード・デコード処理用のＭＰＥＧ／ＪＰＥＧ（Joint
Photographic Experts Group)エンコーダ・デコーダ１３４と、無線送受信部１２７と、
ＤＲＡＭ１２８と、ＣＰＵ １３０と、ディスプレイ１３６およびコントローラ１３７か
らなる表示操作部と、ジャイロ１２９などから構成される。
【００３９】
　電源部は、バッテリー１２４の充電、およびその他電気部品への電源の供給を行う。ユ
ーザーは、長期に連続使用する時はＡＣアダプタ１２２を利用しても良いし、持ち運びな
がら使用する場合はＡＣアダプタ１２２を取り外し、バッテリー１２４で駆動しても良い
。また、バッテリー１２４の残量は、ディスプレイ１３６に表示してユーザーに知らせる
ようにしても良い。
【００４０】
　ユーザーは、コントローラ１３１を操作することにより、撮影を行う。この場合は、レ
ンズ１３２からＣＣＤ１３３を通して得た映像信号と、マイクロホン１２５を通して得た
音声信号をＭＰＥＧ／ＪＰＥＧエンコーダ・デコーダ１３４でＭＰＥＧデータに変換後、
ＣＰＵ１３０を通して、無線送受信部１２７により暗号化を行い、認証が成立後にストレ
ージ部２にデータを送信する。この時、エンコーダはＭＰＥＧ形式に限らず、映像・音声
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信号を圧縮可能な他の信号であっても良い。
【００４１】
　また、ユーザーがコントローラ１３７を操作して、映像・音声の再生処理を行う事もで
きる。この場合、ＣＰＵ１３０がコントローラ１３７の操作を検出し、無線送受信部１２
７を通してストレージ部２に映像・音声データの再生要求信号を送信する。これに応答し
てストレージ部２は、映像・音声データを撮像部３に送信する。撮像部３は、認証が成立
すると、無線送受信部１２７を通して映像・音声データを受信し、無線送受信部１２７に
おいて暗号化を復号し、復号したデータをＭＰＥＧ／ＪＰＥＧエンコーダ・デコーダ１３
４にてデコード処理を行い、ディスプレイ１３６、スピーカ１２６を通して映像と音声を
再生する。
【００４２】
　なお、ディスプレイ１３６、コントローラ１３７はタッチパネル方式で一体化しても良
く、ジャイロ１２９を利用して、機器を傾ける等でユーザーが操作できるようになってい
ても良い。さらに、周囲の環境によっては、無線で送受信するデータが一時的に必要な転
送レートを維持できない可能性もある。このような場合には、不揮発性のメモリ１３８を
バッファとして用いて転送レートの安定化を図っても良い。
【００４３】
　図７は、画像再生部４の構成例を示す構成図である。画像再生部４は、ディスプレイ４
１と、バッテリー４２と、無線ＬＡＮチップ、ＭＰＥＧデコーダーのような画像伸張装置
、画像再生部４およびストレージ部２を制御する制御回路を含む回路部４３と、制御キー
４４と、筐体４５などから構成されている。ディスプレイ４１は、例えば２インチ程度の
大きさのＬＣＤであり、ポケット、鞄等に入れることが容易な大きさとされている。制御
キー４４は、図示するように、スイッチとして設けても良く、あるいはディスプレイ４１
と一体化したタッチパネルとして構成しても良い。制御キー４４は、画像再生部４自身の
制御（輝度調整など）の他に、映像の可変速再生など、ストレージ部２の制御も行う。
【００４４】
　図８は、画像再生部４の構成例を示すブロック図である。画像再生部４は、ＡＣアダプ
タ１４１、バッテリー１４３などからなる電源部と、ＤＲＡＭ１４４と、無線送受信部１
４５と、ＣＰＵ１４６と、ヘッドホン１４９およびディスプレイ１５０からなる映像・音
声再生部と、ＭＰＥＧ／ＪＰＥＧデコーダ１４８と、コントローラ１５１となどから構成
されている。
【００４５】
　ユーザーは、コントローラ１５１を操作することで、所望の映像・音声データの再生を
ストレージ部２に対して要求することができる。ＣＰＵ１４６は、コントローラ１５１の
操作を検出し、無線送受信部１４５を通してストレージ部２に対して必要なデータの再生
を要求する。ストレージ部２は、この要求に応じたデータを再生するので、画像再生部４
では、無線送受信１４５で受信後、ＭＰＥＧ／ＪＰＥＧデコーダ１４８でデータを復号し
、ヘッドホン１４９、ディスプレイ１５０でユーザーが要求した映像・音声を提供する。
再生の要求をストレージ部２に送信した時に、ストレージ部２によって画像再生部４が認
証され、また、ストレージ部２から提供されるコンテンツデータは、暗号化されている。
【００４６】
　なお、ディスプレイ１５０とコントローラ１５１はタッチパネル等により一体化されて
いても良く、ＭＰＥＧ／ＪＰＥＧデコーダは１４８はデコード形式をＭＰＥＧ／ＪＰＥＧ
に固定することなく、その他のエンコード方式に対応したものでも良い。
【００４７】
　図９は、チューナ部５の構成例を示す構成図である。チューナ部５は、アンテナ、ＣＡ
ＴＶ、ブロードバンドネットワーク等との接続のためのケーブル５１と、ＡＣ電源プラグ
５２と、無線ＬＡＮチップやＭＰＥＧ２エンコーダーのような画像圧縮装置やチューナ部
５を制御する制御回路を含む回路部５３と、筐体５４となどから構成されている。チュー
ナ部５の制御のためには、画像再生部４や撮影部３の制御キーを用いても良いし、チュー
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ナ部５自身がオリジナルの制御キーを備えていても良い。
【００４８】
　ここで、ストレージ部２などカムコーダーの各構成要素の利便性をあげるために、チュ
ーナ部５にバッテリー充電用のＤＣ電源を付加してクレードルとして使用し、この発明に
おける各構成要素をクレードルに置くことによって、各構成要素が持つバッテリーを充電
可能としても良い。なお、チューナ部５として、例えばチューナつきパーソナルコンピュ
ータや、ホームサーバーなどに対して無線送受信装置を取り付けて使用しても良い。
【００４９】
　図１０は、チューナ部５の構成例を示すブロック図である。チューナ部５は、アンテナ
部１５２、アナログチューナ１５３、アンテナ部１５５、ディジタルチューナ１５６から
なる放送受信部と、ヘッドホン１６３およびディスプレイ１６７からなる映像・音声再生
部と、ＡＣアダプタ１５４、バッテリー１５７およびＤＣ－ＤＣコンバータ１５８からな
る電源部と、無線送受信部１５９と、ＤＲＡＭ１６０と、ＣＰＵ１６１と、ＭＰＥＧ／Ｊ
ＰＥＧエンコーダ・デコーダ１６２などから構成される。アンテナ部１５５およびディジ
タルチューナ１５６は、地上波のデジタル放送、衛星のデジタル放送に対応したものであ
る。アナログチューナ１５３の出力が音声信号処理部１６４および映像信号処理部１６５
に供給され、音声信号および映像信号が復調される。
【００５０】
　ユーザーが視聴したい放送内容をコントローラ１６８を操作して選択する。ＣＰＵ１６
１は、コントローラ１６８の操作を検出し、チューナ１５３を制御して必要な音声・映像
情報が得られるようにする。ヘッドホン１６３およびディスプレイ１６７はこれらの音声
・映像情報を再生し、ユーザーに提供する。ディスプレイ１６７は、コントローラ１６８
とタッチパネルなどを利用して一体化したものであっても良い。
【００５１】
　ユーザーは受信した映像・音声情報を記録することも可能で、このような要求はコント
ローラ１６８を操作して行う。ＣＰＵ１６１は操作を検出し、ＭＰＥＧ／ＪＰＥＧエンコ
ーダ・デコーダ１６２を利用して受信した映像・音声信号をディジタル信号に変換し、映
像・音声データを圧縮符号化する。符号化したデータは、無線送受信部１５９を利用して
ストレージ部２に記録し、別途ユーザーが再生を要求した場合に再生できるように処理を
行う。受信した映像・音声情報をストレージ部２に送信する場合にも、認証および暗号化
処理がなされる。
【００５２】
　この発明は、上述したこの発明の一実施形態等に限定されるものでは無く、この発明の
要旨を逸脱しない範囲内で様々な変形や応用が可能である。例えば図１のカムコーダーに
おいては、二つの撮影部３ａおよび３ｂが別個の構成とされているが、図１１に示すよう
に、２つのカメラ部を一体化した構成としても良い。
【００５３】
　一体化された撮影部１０１は、２つの独立したカメラ部１０２を有している。ここで、
通信装置を含む回路部などは、カメラ部１０２に対して共通の構成とされている。２つの
カメラ部１０２で撮影された映像は、時分割されて一つの通信装置からそれぞれストレー
ジ部２に送信することが最も好ましいが、例えば２つの通信装置から並列にストレージ部
２に対して送信しても良い。
【００５４】
　ここで、２つのカメラ部１０２の有するレンズの拡大率を同一とし、二つのカメラ部１
０２が両眼視差の情報を有する二つの画像を撮影すれば、３次元映像を再生可能な２映像
が得られる。また、拡大率を変えれば例えば広角・望遠混合となった2 映像を撮影するこ
とが可能となる。また、二つの撮影部の一方が広角撮影を行い、その他方が望遠撮影を行
い、広角・望遠複合撮影を可能としても良い。さらに、カメラ部１０２によってパノラマ
撮影可能なカムコーダーを実現できる。
【００５５】
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　ここで、この発明の特徴は、通信および画像圧縮のフォーマットさえ統一させておけば
、接続される撮影部の形態を問わないことである。すなわち、一つのストレージ部２に対
し、実施例の撮影部３と変形例の撮影部１０１はコンパチブルであり、無線伝送能力の範
囲内であれば同時接続も可能である。さらに、全方位撮影可能なカムコーダーのように、
さらに多数のカメラ部を一体化させることも可能である。
【００５６】
　次に、図１２にこの発明のカムコーダーの画像再生部４の変形例を示す。図１２は、メ
ガネ型をしたビューワー１１１によって画像再生部４を構成した例である。ビューワー１
１１には、液晶ディスプレイ１１２が２個内蔵されており、それぞれが使用者の右目と左
目に対応している。例えば、２つの液晶ディスプレイ１１２が視差を持った２つの映像を
再生することで使用者は立体視を得る事ができる。ここで、通信装置を含む回路部などは
、２つの液晶ディスプレイで共通とされている。２つの液晶ディスプレイ１１２用の２つ
の映像は、時分割されて一つの通信装置によりそれぞれストレージ部２から受信すること
が最も好ましいが、あるいは２つの通信装置を用いて並列にストレージ部２から受信して
も良い。
【００５７】
　ここでこの発明の特徴は、撮影部と同様に、通信と画像圧縮のフォーマットさえ統一さ
せておけば画像再生部も接続される機器の形態を問わないことである。すなわち、一つの
ストレージ部２に対し、実施例の画像再生部４と変形例のビューワー１１１はコンパチブ
ルであり、無線伝送能力の範囲内であれば同時接続も可能である。但し、画像再生部４で
は一方の眼に対応した画像しか見られないため平面視となる。
【００５８】
　さらに、例えば、ストレージ部２と少なくとも一つの撮影部３を一体化する、あるいは
ストレージ部２と画像再生部４を一体化するなどの変形も可能である。あるいは、撮影部
２からディスプレイ３４を、あるいは制御キー３５も取り除き、撮影専用に用いても良い
。その場合は、制御や画像の確認などは画像再生部４やストレージ部２から無線を介して
行われる。
【００５９】
　さらに、この発明においてストレージ部に対して無線制御される機器は、上述したもの
以外に携帯電話、電子ブック、ナビゲーション（ＧＰＳ）装置等が可能である。また、音
声情報のみのディジタル記録再生装置を構成しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】この発明によるカムコーダーの一実施形態の構成を示す略線図である。
【図２】この発明によるカムコーダーの他の実施形態の構成を示す略線図である。
【図３】ストレージ部の一例の構成を示す略線図である。
【図４】ストレージ部の一例の構成を示すブロック図である。
【図５】撮影部の一例の構成を示す略線図である。
【図６】撮影部の一例の構成を示すブロック図である。
【図７】画像再生部の一例の構成を示す略線図である。
【図８】画像再生部の一例の構成を示すブロック図である。
【図９】チューナ部の一例の構成を示す略線図である。
【図１０】チューナ部の一例の構成を示すブロック図である。
【図１１】この発明における撮影部の変形例を示す略線図である。
【図１２】この発明における画像再生部の変形例を示す略線図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１ａ，１ｂ　カムコーダー
　２　　　　　ストレージ部
　３，３ａ，３ｂ　撮影部
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　４　　　　　画像再生部
　５　　　　　チューナ部
　２１　　　　ストレージ
　２２　　　　バッテリー
　２３　　　　回路部
　２４　　　　筐体
　３１　　　　カメラ部
　３２　　　　バッテリー
　３３　　　　回路部
　３４　　　　ディスプレイ
　３５　　　　制御キー
　３６　　　　筐体
　４１　　　　ディスプレイ
　４２　　　　バッテリー
　４３　　　　回路部
　４４　　　　制御キー
　４５　　　　筐体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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